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情報掲示板Information

６月の鹿屋市地区別子牛のセリ市結果（売却のみ） 消費税抜価格

地区名 性別  頭数（頭） 平均価格（円） 最高価格（円） 最低価格（円） 平均体重（kg）

鹿屋地区
めす 158 411,987 918,000 280,000 256
去勢 207 488,517 653,000 33,000 294

吾平地区
めす 42 422,357 801,000 282,000 261
去勢 64 520,469 644,000 307,000 305

串良地区
めす 143 413,804 707,000 253,000 267
去勢 145 496,414 727,000 295,000 301

輝北地区
めす 55 475,527 709,000 321,000 264
去勢 82 519,610 677,000 287,000 311

合
同
金
婚
式
を
行
い
ま
す

　

市
で
は
、
平
成
20
年
３
月
31

日
現
在
、
結
婚
し
て
満
50
年
以

上
に
な
る
夫
婦
（
昭
和
33
年
３

月
31
日
以
前
に
婚
姻
届
を
提
出

さ
れ
た
夫
婦
）
で
、
ま
だ
金
婚

祝
い
を
受
け
て
い
な
い
夫
婦
を

対
象
に
、
合
同
金
婚
式
（
10
月

第
５
週
に
開
催
予
定
）
を
行
い

ま
す
。

　

該
当
す
る
夫
婦
は
、
８
月
24

日
（
金
）
ま
で
に
各
地
区
民
生

委
員
又
は
本
庁
高
齢
障
害
福
祉

課
、
吾
平
町
・
串
良
町
・
輝
北

町
に
居
住
す
る
人
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
総
合
支
所
健
康
福
祉
課
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
戸
籍
で
確
認
す
る
た

め
、
本
籍
地
が
鹿
屋
市
以
外
の

夫
婦
は
戸
籍
謄
本
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
高
齢
障
害
福
祉
課

　

☎
０
９
９
４
─31
─１
１
１
６

　

各
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

が
け
地
近
接
等
危
険
住
宅

移
転
事
業
費
補
助
の
お
知

ら
せ

　

が
け
上
、
が
け
下
に
建
っ
て

い
る
危
険
な
住
宅
の
移
転
を
促

進
す
る
た
め
、
住
宅
の
除
却
な

ど
に
要
す
る
経
費
や
新
た
に
建

設
す
る
住
宅
（
購
入
も
含
む
）

に
要
す
る
経
費
の
一
部
（
利
子

補
給
）
を
助
成
し
ま
す
。

● 

補
助
金
の
限
度
額
（
一
戸
当

た
り
）

① 

危
険
住
宅
の
除
却
に
要
す
る

経
費
＝
78
万
円

② 

危
険
住
宅
に
代
わ
る
住
宅
建

設
に
要
す
る
経
費
＝
金
融
機

関
等
か
ら
融
資
を
受
け
た
借

入
金
の
利
子
（
年
利
率
8.5
％

を
限
度
）
に
相
当
す
る
額

　

住
宅
建
設
費
＝
４
４
４
万
円

　

土
地
取
得
費
＝
２
０
６
万
円

　

敷
地
造
成
費
＝
58
万
円

● 

対
象
者
＝
平
成
19
年
度
に
移

転
を
す
る
人

● 

申
込
期
限
＝
９
月
14
日（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

市
建
築
住
宅
課

　

☎
０
９
９
４
─31
─１
１
２
９

　

各
総
合
支
所
建
設
維
持
課

交
通
事
故
無
料
相
談

　

交
通
事
故
で
お
悩
み
の
人
は
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
相
談
日
＝
月
〜
金
曜
日

　

９
時
〜
12
時
・
13
時
〜
17
時

※
電
話
相
談
可

● 

弁
護
士
相
談
日
＝
毎
月
第

２
・
第
４
木
曜
日
13
時
〜
16
時

※
予
約
制
・
要
面
談

【
問
い
合
わ
せ
・
相
談
先
】

　

 

鹿
児
島
自
動
車
保
険
請
求
相

談
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
─２
５
２
─３
４
６
６

交
通
遺
児
へ
の
育
成
資
金

の
無
利
子
貸
付

　

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故

対
策
機
構
で
は
、
育
成
資
金
の

無
利
子
貸
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

● 

対
象
者
＝
自
動
車
事
故
が
原

因
で
死
亡
し
た
人
又
は
重
度

の
後
遺
障
害
が
残
っ
た
人
の

子
ど
も
（
０
歳
か
ら
中
学
校

卒
業
ま
で
）

● 

申
込
者
＝
対
象
と
な
る
子
ど

も
を
扶
養
し
て
い
る
保
護
者

●
貸
付
額

　

一
時
金
＝
15
万
５
千
円

　

月
額
＝
２
万
円

　
 

入
学
支
度
金
＝
４
万
４
千
円

（
小
・
中
学
校
入
学
時
）

● 
貸
付
期
間
＝
貸
付
が
決
定
し

た
月
か
ら
中
学
卒
業
の
月
ま

で
● 

返
済
期
間
＝
中
学
卒
業
後
20

年
以
内
の
均
等
払
い

※ 

高
校
・
大
学
等
に
進
学
し
た

場
合
は
、
卒
業
ま
で
返
済
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。

※ 

自
動
車
事
故
に
よ
る
重
度
の

後
遺
障
害
者
に
は
、
介
護
料

の
支
給
制
度
も
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

 

自
動
車
事
故
対
策
機
構
鹿
児

島
支
所

　

☎
０
９
９
─２
２
５
─０
７
８
２

ご
存
知
で
す
か
！
検
察
審

査
会

　

交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し

な
ど
の
犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
た

が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
起

訴
し
て
く
れ
な
い
の
は
ど
う
も

納
得
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な

不
満
を
お
持
ち
の
人
は
、
ぜ
ひ
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
屋
検
察
審
査
会
事
務
局

　

☎
０
９
９
４
─43
─２
３
３
０

裁
判
員
制
度
の
お
知
ら
せ

　

裁
判
所
で
は
、
平
成
21
年
５

月
ま
で
に
始
ま
る
「
裁
判
員
制

度
」
に
関
心
を
持
ち
、
理
解
を

深
め
て
も
ら
う
た
め
に
映
画
や

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
様
々
な
方

法
で
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
映
画
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
又
は
Ｖ

Ｈ
Ｓ
の
貸
出
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

の
配
布
を
希
望
す
る
人
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
裁
判
員
制
度
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

● 

裁
判
員
制
度
広
報
用
映
画

「
評
議
」
＝
裁
判
員
制
度
の

評
議
の
模
様
を
描
い
た
映
画

● 

裁
判
員
制
度
広
報
用
映
画

「
裁
判
員
〜
選
ば
れ
、
そ
し

て
見
え
て
き
た
も
の
〜
」
＝

裁
判
員
制
度
の
選
任
手
続
を

中
心
に
描
い
た
映
画

● 

ア
ニ
メ
「
ぼ
く
ら
の
裁
判
員

物
語
」
＝
高
校
生
を
主
人
公

に
し
て
、
裁
判
員
制
度
を
わ

か
り
や
す
く
解
説
し
た
中
・

高
校
生
向
け
の
ア
ニ
メ

● 

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
よ
く
わ
か

る
！
裁
判
員
制
度
Ｑ
＆
Ａ
」

＝
裁
判
員
制
度
を
イ
ラ
ス
ト

入
り
で
分
か
り
や
す
く
解
説

し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

【
問
い
合
わ
せ
】

　

 

鹿
児
島
地
方
裁
判
所
鹿
屋
支

部

　

☎
０
９
９
４
─43
─２
３
３
０

鹿
屋
市
法
令
遵じ

ゅ
ん
し
ゅ守
等
の
推

進
に
関
す
る
条
例
を
制
定

し
ま
し
た

　

市
で
は
、
市
政
の
透
明
性
の

向
上
と
市
民
の
信
頼
確
保
を
目

指
し
て
、
平
成
19
年
７
月
１
日

に
「
鹿
屋
市
法
令
遵
守
等
の
推

進
に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
し

ま
し
た
。

● 

法
令
遵
守
等
の
推
進
に
関
す

る
条
例
の
目
的  

　

 　

本
市
の
行
政
組
織
に
お
い

て
法
令
遵
守
等
を
推
進
す
る

た
め
の
行
動
規
範
の
確
立
及

び
そ
の
制
度
的
保
障
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と

と
も
に
、
市
民
に
対
し
て
法

令
遵
守
等
へ
の
理
解
と
協
力

を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
公

平
か
つ
公
正
な
職
務
の
遂
行

を
図
り
、
市
政
に
対
す
る
市

民
の
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

※ 

条
例
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
閲
覧
で
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
総
務
課

　

☎
０
９
９
４
─31
─１
１
２
７

新
刊
図
書
の
案
内

市
立
図
書
館

☎
０
９
９
４
─43
─９
３
８
０

子
ど
も
に
昔
話
を
！　
　
　
　
　
　

石
井　

正
己
編

お
殿
様
た
ち
の
出
世　
　
　
　
　
　

山
本　

博
文
著

コ
ー
ヒ
ー
１
杯
か
ら
わ
か
る
経
済　

丸
紅
経
済
研
究
所
監
修

業
界
初　

肩
書
き
の
辞
典　
　
　
　
　

小
学
館
発
行

病
気
に
な
ら
な
い
食
事
法　
　
　
　
　

周
東　

寛
著

食
材
の
下
ご
し
ら
え
と
保
存　
　

世
界
文
化
社
発
行

露
の
玉
垣　
　
　
　
　
　
　
　
　

乙
川　

優
三
郎
著

ち
ん
ぷ
ん
か
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　

畠
中　

恵
著

わ
た
し
は
あ
な
た
を
あ
い
し
て
い
ま
す　

宮
西　

達
也
作

チ
リ
と
チ
リ
リ　

は
ら
っ
ぱ
の
お
は
な
し　

ど
い　

か
や
作

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
吾
平
振
興
会
館
図
書
室　

　
　
　
　
　
　

☎
０
９
９
４
─58
─６
０
３
６

中
庭
の
出
来
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

恩
田　

陸
著

十
七
歳
の
硫
黄
島　
　
　
　
　
　
　

秋
草　

鶴
次
著

か
ご
し
ま
弁
入
門
講
座　
　
　
　
　
　

坂
田　

勝
著

こ
う
ち
ゃ
ん
の
簡
単
料
理
レ
シ
ピ　

相
田　

幸
二
著

自
閉
症
の
僕
が
跳
び
は
ね
る
理
由　

東
田　

直
樹
著

気
ま
ぐ
れ
な
犯
罪
者　
　
　
　
　
　

赤
川　

次
郎
著

ぷ
ー
ち
ゃ
ん
と
お
に
い
ち
ゃ
ん　
　

島
田　

ゆ
か
作

す
き
す
き  

ち
ゅ
ー
！　

イ
ア
ン
・
ホ
ワ
イ
ブ
ラ
ウ
作

輝
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
図
書
室

☎
０
９
９
─４
８
６
─０
５
０
５

疑
史
世
界
伝　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
水　

義
範
著

が
ら
く
た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
国　

香
織
著

き
み
は
ポ
ラ
リ
ス　
　
　
　
　
　

三
浦　

し
を
ん
著

本
当
に
生
き
た
日　
　
　
　
　
　
　

城
山　

三
郎
著

日
本
一
不
運
な
男　
　
　
　
　
　
　

新
堂　

冬
樹
著

大
人
の
ク
チ
ュ
ー
ル
ス
カ
ー
ト　
　

月
居　

良
子
著

こ
の
ゆ
び
と
ま
れ　
　
　
　
　
　
　

久
本　

直
子
作

う
た
ち
ゃ
ん
ち
の
マ
カ　
　
　
　
　

柏
葉　

幸
子
作

串
良
公
民
館
図
書
室☎

０
９
９
４
─63
─２
６
２
３

鈍
感
力　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺　

淳
一
著

ね
に
も
つ
タ
イ
プ　
　
　
　
　

岸
本　

佐
知
子
著

が
ん
を
く
す
り
で
治
す
と
は
？　
　

丸　

義
朗
著

イ
ワ
シ
が
高
級
魚
に
な
っ
た　
　

中
村　

幸
昭
著

声
に
出
し
て
活
か
し
た
い
論
語
70　

三
戸
岡　

道
夫
著

へ
ん
し
ん
コ
ン
サ
ー
ト　

あ
き
や
ま　

た
だ
し
著

天
使
の
犬
ち
ろ
ち
ゃ
ん　
　
　
　
　

杏　

有
記
著

ハ
ル
と
カ
ミ
ナ
リ　
　
　
　
　

ち
ば　

み
な
こ
著

水
色
の
足
ひ
れ　
　
　
　
　
　

佐
藤　

ま
ど
か
著

お
知
ら
せ


